
 
 

 

 

一般社団法人日本社会人バスケットボール連盟 

『ＪＳＢ競技会開催手順規程』	  

第１章	 	 総	 	 	 則 
 （趣旨） 
第１条  本章の⼿順は、基本規程“第 10 章 競技会”に基づき開催される社会⼈カテゴリーの国内競技会の組織お

よび運営に関する⼿順について定める。  
（国内競技会） 
第２条  本連盟は次の各号の国内競技会を主催する。 

（１）全⽇本社会⼈バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 
（２）全⽇本社会⼈バスケットボール地域リーグ 
（３）全⽇本社会⼈バスケットボール選⼿権⼤会 
（４）全⽇本社会⼈バスケットボール選⼿権⼤会ブロック予選 
（５）全⽇本社会⼈Ｏ-40/Ｏ-50 バスケットボール選⼿権⼤会 
（６）全⽇本社会⼈Ｏ-40/Ｏ-50 バスケットボール選⼿権⼤会ブロック予選 
（７）⽇本社会⼈レディースバスケットボール交流⼤会（東・中・⻄地区） 

    ２ 本連盟は、前項の競技会以外に、理事会が承認した競技会を主催する。 
    ３ 本連盟の主催競技会の開催⽇は、開催前年度の８⽉末⽇までに、本連盟及び主管者を 
      もって⽇程を調整し決定するものとする。  
（開催の申請） 
第３条  国内競技会の主催または主管する場合は、本連盟に対して次の各号 

の事項を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、理事会の承認を得なければなら 
ない。 
（１）	競技会開催の趣旨 
（２）	名称 
（３）	主催者と主管者の名称と所在地 
（４）	会期及び会場 
（５）	競技⽅法 
（６）	参加費 
（７）	予算書 
（８）	その他 

   ２ 本連盟は前項による申請内容について、必要により変更を指⽰することができる。 
３ 前項に基づき既に承認を得た競技会開催に関し、提出書類に変更があった場合は、本連 

盟に対し事前に届け出て、その承認を得なければならない。 
（開催承認の条件） 
第４条  前条に規程する競技会開催の承認に際しては、次の各号の条件を満たさなければならな 



 
 

 

い。但し、本連盟の理事会が特に承認した場合は、この限りではない。 
 （１）参加チームは、全て本連盟の加盟チームであること 
 （２）競技はＪＢＡの競技規則に則りおこなうこと 
 （３）参加選⼿は本連盟の諸規定を遵守すること 
 （４）参加選⼿の傷害について考慮してあること 
 （５）その他本連盟が必要と認めた指⽰に従うこと 

（予 算） 
第５条 競技開催に伴う予算及び決算は、別に定める勘定科⽬ならび積算基礎による。 
   ２ 本連盟は決算報告書に不審な点がある場合は、証票書類の提出を求め、基準に照らして 

査定による修正を求めることができる。 
   ３ 費用の積算 

① 旅費・・利用する交通機関は原則として鉄道およびバス、船舶とする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 航空機、タクシーについては必要と認められた場合のみ利用することができる。 

② 審判謝礼・・別紙“審判謝礼一覧表”を参照 
③ 役員謝礼・・２千円／日（補助役員も同様とする） 
④ ＴＯ謝礼・・１千円／試合（２試合／日の担当が望ましい） 
⑤ プログラムの作成は、原則本部で行うので主管部門での作成は開催地負担とする。 
⑥ 表彰品等は本部手配とする。 
⑦ 傷害保険等は自己負担とするので事前にチームへ加入の依頼をする。 
⑧ 競技会での食事（弁当等）は、自己負担とする。  

（報告の義務） 
第６条 主催者および主管者は、競技会終了後１か⽉以内に、それぞれ次の各号の事項を国内競技会開催報告書と

競技会収⽀決算書を本連盟に提出し承認を受ける。 
（１）	競技会の概要 
（２）	公式記録となる競技記録 
（３）	収⽀決算書 

（決	 算） 
第７条	 競技会を開催した主管部門は、競技会収支決算書作成提出して承認を受ける。 

① 旅費：すべて普通車料金（特急料含む）実費とする。 
	 	 	 ａ）急行・特急等乗車運賃以外に支払った場合は領収書を添付 
	 	 	 ｂ）航空券は、必ず搭乗分が判る資料（便名と料金）を添付 
	 	 	 ｃ）宿泊は、上限１泊１０，０００円とするがやむ得ない場合上限と超える時には、 

理由書を添付すること。尚	 限度内であっても領収書を添付 
② 謝礼等：支払った本人宛の領収書の提出が必要。 
③ 会議費、消耗品等の使用や購入に対しても必ず領収書が必要（レシートはＮＧ）。 
④ 	 原則レンタカー・自家用車等の使用は禁止とする。 
	 	 特例：自家用車の使用時には３７円／Ｋｍで積算（事故等については自己責任） 

 



 
 

 

第２章  附   則 
	         この規程は、平成３０年３月２４日から施行する。 


